
中世の図師について

中
世
の
図
師
に
つ
い
て

市
河
文
書
延
慶
二
年
卯
月
日

「志
久
見
郷
田
在
家
目
録
」
の
検
討

は

じ

め

に

戦
後
の
社
会
経
済
史
研
究
の
深
化
の
な
か
で
中
世
の
検
注
論
に
つ
い
て
は
、
費
月
圭
吾
の

一

連
の
研
究
が
学
界
の
到
達
点
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た

一
九
八
〇
年
代
に
は
費
月
の
業
績
を
出

発
点
と
し
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
た
富
澤
清
人
の
著
作
が
あ
る
。
富
澤
は
検
注
の
方
法
論
や

史
料
論
を
検
討
し
た
も
の
で
、
土
地
収
取
論
を
大
幅
に
前
進
さ
せ
た
。
こ
と
に
検
注
関
係
文
書

の
機
能
論
的
検
討
を
お
こ
な
い
、
こ
の
分
野
を
深
化
さ
せ
た
。

信
濃
国
関
係
で
は
市
河
文
書

（山
形
県
本
間
美
術
館
蔵
）
の
な
か
に
、
土
地
収
取
台
帳
で
あ
る

検
注
目
録
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
先
学
に
よ

っ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
文
書
の
な
か
に

は
図
師
と
呼
ば
れ
る
荘
園

。
公
領
制
の
時
代
特
有
の
職
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
古

代
の
図
師
に
つ
い
て
は
奥
野
中
彦
が
要
を
得
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

①
図
師
は
律
令
国
家
の
な
か
で
、
田
地
の
所
有
関
係

。
所
在
を
明
示
す
る
田
図

（田
文
）
を

制
作
す
る
役
人
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
律
令
制
が
崩
壊
後
も
、
国
衛
に
よ
る
検
注
に
際
し
て
も
ひ

き

つ
づ
き
検
注
帳
の
制
作
に
携
わ

っ
た
こ
と
。

②
図
師
は
常
時
置
か
れ
る
職

で
な
く
検
注
に
際
し
て
の
臨
時
職
で
あ

っ
た
こ
と
。

図
師
が
、
鎌
倉
時
代
の
語
彙
集

『
名
語
記
』
に
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（巻
四
十
八
四
）、

中
世
に
も
ひ
き

つ
づ
き
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
中
世
の
図
師
に
つ
い
て
具

体
的
に
論
じ
た
研
究
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
な
か
に
あ

っ
て
、
田
中
寿
朗
は
、
平
安

・
鎌
倉
期

の
図
師
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
衝
領
と
荘
園
に
お
け
る
図
師
の
違
い
に
言
及
し
、
鎌
倉
期
に
な

り
国
衛
領
の
図
師
職
が
在
地
領
主
の
得
分
権
と
な

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

石

正

行

今
回
の
報
告
で
は
、
図
師
の
存
在
が
知
ら
れ
る
信
濃
唯

一
の
史
料
で
あ
る
市
河
文
書
を
検
討

し
、
図
師
に
つ
い
て
若
千
考
え
て
み
た
い
。

一

「志
久
見
郷
田

・
在
家
検
注
目
録
」
に
つ
い
て

法
Ｌ博
は
旧
占
Ｉ
Ｔ
〓
Ｌ
警
状
多
分
‐
わ
ほ

・二
里
肇
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＾
几
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懇
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塑
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色ヽ
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７
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１
１

ム
Ｌ

主
下
な

史
料

一　

志
久
見
郷
田
在
家
目
録
注
進
状

「志
く
み
の
く
て
ん
□
ん
ち
や
う

の
し
や
う
文
」

注
進
す

信
濃
国
高
井
郡
志
久
見
郷

嘉
元
二
年
初
任
正
検
田
在
家
目
録
事

合
見
作
田
弐
町
二
反
参
百
四
十
歩
　
在
家
四
宇

除

定
公
田
　
　
玖
段

定
公
在
家
　
四
宇

勘
料
田
　
　
士τ
町
参
段
参
百
四
十
歩

右
、
太
略
注
進
件
の
ご
と
し
、

延
慶
二
年
卯
月
　
日
　
図
師

（花
押
）

書
生

御
目
代

（花
押
）

鳳主
ヽ
`

市
河
文
書
中
に
の
こ
さ
れ
た
検
注
に
関
わ
る
史
料

一
を
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
嘉
元
二
年

２

一
一〇
四
）
に
実
施
さ
れ
た
国
衝
領
で
あ
る
高
井
郡
志
久
見
郷

（栄
村
）
の
田
、
在
家
の
検
注

"
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信
濃
国
高
井
郡
志
久
見
郷
内
湯
山
田
在
家
事

△
ロ

右
、
田
在
家
は
、
地
頭
中
野
五
郎
家
仲
知
行
分
に
お
い

て
は
、
重
代
堀
内
と
し
て
、
御
年
貢
以
下
万
雑
公
事
を

免
除
せ
ら
る
る
の
由
、
こ
れ
を
申
す
上
は
、
重
ね
て
こ

れ
を
免
除
せ
ら
る
也
、
在
庁
官
人
等
宜
し
く
承
知
す
べ

し
、
後
々
将
来
に
至
る
と
い
え
ど
も
、
敢
て
以
て
違
失

す
る
な
か
れ
、
働
て
宣
す
る
と
こ
ろ
件
の
ご
と
し
、

延
慶
二
年
四
月
　
日
　
僧
良
誉

（花
押
）

大
介

（花
押
）

お
●
４
■
■
曽
琴
雙
―

主

こ
と
で
あ
る
。
富
澤
は
検
注

帳
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
具

れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
耕
地
の
状
況
と
面
積
、
耕
作
人
を
確
定
さ
せ
た

「
取
帳
」
を
作
成
し
、
さ

ら
に
住
民
の
ま
え
で
こ
の
読
み
合
わ
せ
を
お
こ
な
う
、
異
義
が
な
け
れ
ば
、
取
帳
を
要
約
し
た

「
目
録
」
を
同
時
に
作
成
し
、
と
も
に
上
位
機
関

（国
検
で
あ
れ
ば
国
衛
、
荘
園
検
注
で
あ
れ
ば
荘

園
領
主
）
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
史
料

一
か
ら
、
現
作

（見
作
）
田
が
二
町
二
段
三
四
〇
歩
、
在
家
四
宇

で
あ
る
こ
と

が
国
衛
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
さ
ら
に
公
田
の
う
ち
九
段
、
公
在
家
四
宇
が
免
田

・
免
在
家
、

す
な
わ
ち
志
久
見
郷
地
頭
得
分
と
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
志
久
見
郷
の
地

頭
は
市
河
盛
房
で
あ
る
。
国
衝
領
の
多
く
は
、
じ

つ
は
多
く
の
免
田
在
家
か
ら
成

っ
て
い
る
こ

と
は
す
で
に
富
澤
の
指
摘
の
と
お
り
だ
が
、
課
税
か
あ
る
い
は
非
課
税
か
の
国
衛
側
の
認
定
手

続
は
免
田
在
家
を
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
志
久
見
郷

一
円
が
勘
料
田
と
な

っ
た
。

こ
の
目
録
を
作
成
し
た
の
が
図
師

・
書
生

。
目
代
の
国
衛
官
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
目
代
の

花
押
は
延
慶
二
年
四
月

「
信
濃
国
庁
宣
」
（市
河
文
書
）
の
信
濃
国
大
介
と
同

一
花
押
で
あ
る
。

史
料
二
は
信
濃
国
大
介
か
ら
信
濃
国
衛
の
留
守
所
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
留
守
所
は

国
司
が
遥
任
せ
ず
在
京
し
て
い
る
場
合
の
国
衝
機
構
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
大
介
は
、

志
久
見
郷
内
の
湯
山

（栄
村
）
の
う
ち
中
野
家
仲
知
行
地
は
直
営
田
の
堀
内
の
た
め
、
万
雑
公

事
な
ど
諸
役
免
除
で
あ
る
旨
を
在
庁
官
人
に
通
達
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
よ
り
ま
え
、
中
野
氏

と
市
河
氏
は
所
領
を
め
ぐ
り
幕
府
の
裁
許
を
得
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
佐
藤
進

一
に
よ
る
と
、

国
司
庁
宣
は
宛
所
が
留
守
所
、
あ
る
い
は
目
代
と
な

っ
て
い
て
も

「文
書
は
そ
の
内
容
を
な
す

権
利

・
利
益
の
属
す
る
と
こ
ろ
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
大
原
則
か
ら
、
時
代
が
く
だ
る
と
名
義

上
の
宛
所
か
ら
現
地
の

「
庄
園
の
荘
官
」
な
ど
受
益
者
が
請
け
取

っ
て
こ
れ
を
保
管
し
た
。
こ

の
国
庁
宣
も
志
久
見
郷

一
分
地
頭
だ

っ
た
中
野
氏
も
し
く
は
市
河
氏
の
手
元
に
遺
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
国
司
庁
宣
は
書
式
に
若
千
違
和
感
が
あ
る
。
ま
ず
書
き
出
し
だ
が
、
「
庁
宣
す

留
守
所
下
す
」
と
な

っ
て
い
る
。
普
通
、
国
庁
宣
は
在
京
国
司
が
朝
廷
の
国
務
の
事
項
に
つ
い

て
国
衛
官
人
に
指
示
伝
達
を
お
こ
な
う
様
式
で
、
平
安
時
代
以
降
国
司
の
追
任
制
度
が
浸
透
す

る
な
か
で

「官
符
」
に
対
応
し
て
発
生
し
た
下
達
文
書
で
あ
る
。
こ
の
場
合

「
庁
宣
す
　
留
守

所
」
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
「
宣
す
」
「下
す
」
が
重
複
し
て
い
さ
さ
か
お
さ
ま
り
が
悪

い
。
む
し
ろ

「留
守
所
下
す
」
と
い
う
書
式
は

「
留
守
所
下
文
」
の
書
き
出
し
で
、
留
守
所
目

代
が
国
内
各
所
に
布
達
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
国
司
庁
宣
の
ほ
と
ん
ど

の
書
止
文
言
は

「故
に
宣
す
」
あ
る
い
は

「
以
て
宣
す
」
で
締
め
く
く

っ
て
い
る
が
、
こ
の
信

濃
国
庁
宣
に
は
そ
れ
が
な
く
画
竜
点
晴
を
欠
い
て
い
る
。
さ
ら
に
発
給
者
の
目
代
は
ほ
と
ん
ど

全
て

「
大
介
十
姓
＋
花
押
」
で
署
名
し
て
い
る
が
、
こ
の
文
書
に
は
姓
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
も
管
見
の
か
ぎ
り
類
例
の
国
庁
宣
は
在
京
国
司
本
人

一
人
に
よ
る
署
名
で
あ
り
、
こ
の
文

書
は
異
例
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
文
書
は
、
何
ら
か
の
意
図
で
在
庁
目
代

が
作
成
し
た
疑
文
書
で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。



中世の図師について

史
料

一
に
み
え
る
書
生
は
国
衛
の
下
級
役
人
で
あ
る
。
図
師
に
つ
い
て

『
長
野
県
史
』
で
は

「
延
慶
二
年
、
高
井
郡
志
久
見
郷
の
検
注
目
録
の
作
成
で
は
、
書
生
と
図
師
が
目
代
の
下
で
働

い
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
の
み
で
、
人
物
を
特
定
し
て
い
な
い
。
『
信
濃
史
料
』
、
『
新
編
信

濃
史
料
叢
書
』
で
も
人
物
比
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
郷
道
哲
章
は
こ
れ
を
市
河
盛
房

の
花
押
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
花
押
は
ま
さ
に
盛
房
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う

（写
真
１
）。

さ
て
、
史
料

一
の
検
注
目
録
が
な
ぜ
市
河
文
書
の
な
か
に
混
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
文
書
が
案
文
も
し
く
は
写
し
で
あ
り
、
正
文
は
国
衛
の
公
文
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
、
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
富
澤
が
述
べ
る
よ
う
に
、
す
で
に
取
帳
を
要
約
し
た
検
注
目

録
は
文
書
機
能
論
的
に
は
領
主

（
こ
こ
で
は
国
衛
）
に
こ
そ
必
要
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
郷
道
は

こ
う
し
た
考
え
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に

「
御
目
代
」
と
い
う
表
記
な
ど
こ
の
文
書
が
疑
義
が
あ
り
、

正
文
で
な
い
こ
と
を
推
定
し
た
。

し
か
し
、
目
代
と
図
師
の
署
判
が
据
え
ら
れ
た
う
え
、
端
裏
書
に
も

「
し
ゃ
う
も
ん

（
＝
正

文
と

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
正
文
と
し
て
こ
の
文
書
が
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と

も
間
違
い
な
い
。
検
注
目
録
に
み
え
る

「
御
代
官
」
、
「
御
目
代
」
と
い
う
表
記
も
後
述

（第
二

〓こ

す
る
よ
う
に
多
く
の
用
例
が
あ
る
。
目
録
は
現
地
で
作
成
さ
れ
た
取
帳
を
も
と
に
照
合
し

な
が
ら
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
図
師
と
書
生
に
よ

っ
て
目
録
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
が
国
衛

に
注
進
さ
れ
た
。
こ
れ
が
取
帳
と
照
合
さ
れ
て
、
最
後
は
目
代
に
披
閲
さ
れ
た
の
ち
花
押
が
据

え
ら
れ
て
い
る
。
井
原
今
朝
男
は

「
近
江
国
香
薗
田
数
目
録
」
を
も
と
に
、
こ
う
し
た
目
録
が

目
代
の
花
押
を
付
さ
れ
た
の
ち
に
在
地
に
返
却
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
。
と
す
れ
ば
ま
さ
に
こ
の
目
録
は
国
衛
関
係
者
の
署
判
を
加
え
て
現
地
に
返
却
さ
れ
保
管
さ

れ
た
も
の
で
、
実
質
的
な
正
文
で
あ

っ
た
と
考
え
た
い
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
目
録
自
体
に
盛
房
が
図
師
と
し
て
署
名
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
衛

領
の
耕
地
状
況
を
上
申
し
、
租
税
申
告
す
る
文
書
の
ま
さ
に
公
平
性
を
証
明
す
る
図
師
と
し
て
、

地
頭
領
主
で
あ
る
当
事
者
盛
房
が
文
書
作
成
に
関
わ

っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
事
で
あ
る
。
図

師
が
単
に
目
代
の
下
に
働
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
在
庁
官
人
と
、
地
頭
や
郡
司
な
ど
の
中

間
領
主
層
と
の
共
同
作
業
の
も
と
で
取
帳
や
日
録
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
鎌
倉
期
の
図
師
が
い
か
な
る
社
会
的
位
置
づ
け
に
あ

っ
た
の
か
を
考
え
る
貴
重
な
事
例

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
図
師
の
職
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
　
図
師
の
用
例

市
河
文
書
の
検
注
目
録
に
図
師
が
み
え
る
が
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
そ
こ
か
ら
は
判
然
と

し
な
い
。
そ
こ
で
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
史
料
か
ら
、
図
師
の
用
例
を
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

①
　
荘
園
の
領
域
確
定

史
料
三
　

「美
濃
国
司
庁
宣
案
」
（傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

庁
宣
す
　
留
守
所

宣
旨
状
に
ま
か
せ
沙
汰
い
た
さ
し
む
べ
き
東
大
寺
領
大
井

・
赤
野
辺
両
庄
事

右
件
の
庄
、
延
久
三
年
官
符
に
ま
か
せ
、
免
除
せ
し
む
べ
き
の
由
宣
旨
を
下
さ
る
、
国
使

に
郡
司

・
図
師
を
相
添
え
、
相
共
に
四
至
を
相
た
だ
す
べ
き
の
状
、
宣
す
る
と
こ
ろ
の
旨

件
の
ご
と
し
、

嘉
保
三
年
五
月
廿
八
日

大
介
源
朝
臣

〈在
判
〉

史
料
四

「
大
部
荘
百
姓
等
申
状
」

大
部
御
庄
百
姓
等
謹
て
言
上
す

殊
に
撫
民
御
徳
政
を
垂
れ
ら
れ
、
去
今
両
年
早
魃
に
よ
り
、
百
姓
為
す
方
な
き
上
は
、

事
を
庄
民
に
優
ら
れ
ん
と
欲
す
る
条

ゝ
子
細
状

一　

早
魃
に
よ
り
、
作
毛
損
亡
の
間
、
庄
家
期
を
合
わ
さ
ざ
る
事

（中
略
）

一　

預
所
殿
済

ゝ
御
下
向
、
公
私
と
し
て
難
治
た
る
べ
き
事

右
東
南
院
家
御
知
行
の
時
は
、
預
所
御
下
向
の
時
、
迎
夫

・
博
馬
そ
の
煩
な
し
、
し
か

る
に
御
寺
御
管
領
の
た
め
、
永
仁
三
年
数
多
の
夫

・
博
馬
召
さ
る
る
の
間
、
子
細
申
す
べ

き
と
い
え
ど
も
、
始
て
御
庄
務
あ
る
べ
き
の
上
は
、
庄
家
の
外
と
云
い
、
所
務
の
様
と
云

い
、
御
存
知
の
た
め
、
御
下
向
あ
る
べ
き
の
由
、
仰
下
さ
る
る
の
間
、
音
な
く
そ
の
沙
汰

致
し
畢
ぬ
、
そ
の
後
去
年
去

ゝ
年
打
連
ね
、
上
□
三
所
、
下
十
余
人
の
夫

・
博
馬
召
さ
る

"
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る
の
間
、
毎
年
所
課
、
庄
家
の
煩
た
る
の
条
、
堪
え
が
た
き
の
庭
、
今
年
又
仰
せ
下
さ
る

る
の
ご
と
く
ん
ば
、
上
六

・
七
人
、
下
十
五

。
六
人
と
云
々
、
こ
の
早
魃
に
よ
り
、
馬
と

云
い
、
人
と
云
い
、
喰
物
根
料
な
き
の
虎
、
そ
の
数
参
上
の
条
、
叶
え
難
き
も
の
也
、
か

つ
う
は
検
見
の
時
、
先
々
は
、
預
所
殿
は
出
対
な
く
、
代
官
を
以
て
検
見
せ
ら
る
の
間
、

惣
見
の
外
は
、
博
馬
を
召
さ
る
事
、
都
て
以
て
そ
の
例
な
き
虎
、
此
両
三
年
は
、
自
身
皆

御
出
の
間
、
毎
日
博
馬
召
さ
る
に
よ
り
、
田
取
図
師

ｏ
公
文
代
に
至
り
、
皆
博
馬
□
付
を

宛
て
、
連
日
数
十
博
馬
□
付
催
促
せ
ら
る
る
の
条
、
百
姓
の
煩
也
、
か

つ
う
は
百
姓
言
上

に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
済

ゝ
御
下
向
の
時
は
、
御
寺
運
納
の
御
年
貢
、
定
め
て

減
少
せ
し
む
も
の
か
、　
一
所
御
下
向
、
何
の
不
足
あ
る
べ
き
か
、
然
ら
ば
、
公
私
の
た
め
、

済
々
御
下
向
止
め
ら
る
べ
き
也

（下
略
）

永
仁
六
年
六
月
　
日

史
料
三
は
東
大
寺
領
美
濃
国
大
井
荘
な
ら
び
に
茜
部
荘
の
荘
域
確
定
に
か
か
わ
る
史
料

で
あ

る
。
東
大
寺
側
は
国
衛
側
と
荘
園
の
領
域
に
つ
い
て
、
領
域
内
の
あ
ら
た
に
開
発
さ
れ
た
籠
作

地
を
寺
領
と
す
る
か
公
領
と
す
る
か
で
相
論
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
延
久
三
年

（
一
〇
七

こ

の
太
政
官
符
に
よ
り
、
こ
れ
が
荘
園
の
領
域
す
な
わ
ち
免
田
と
な
り
四
至
が
確
定
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。

つ
い
て
は
、
美
濃
国
大
介
源
某
が
美
濃
国
留
守
所

へ
検
注
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
令

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
国
衛
か
ら
検
田
使
を
派
遣
し
、
在
地
の
郡
司
と
と
も
に
図
師
を
そ
こ
に

加
え
て
検
注
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
図
師
が
検
注
の
際
に
荘
園
検
注
に
同
行
し
た

こ
と
は
鎌
倉
時
代
に
な

っ
て
も
か
わ
ら
な
い
。
史
料
四
も
お
な
じ
く
東
大
寺
領
の
大
部
荘

（現

在
兵
庫
県
小
野
市
付
近
を
中
心
と
し
た
荘
園
）
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
が
、
史
料
三
が
国
衛
検
注
で

あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
荘
園
領
主
に
よ
る
検
注
で
あ
る
。
大
部
荘
は
当
初
奈
良
東
南
院
の
荘

園
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
東
大
寺
を
領
家
と
し
た
。
東
大
寺
領
と
な

っ
て
か
ら
、
干
魃
に
よ
り

百
姓
の
諸
負
担
が
重
く
な

っ
た
こ
と
も
影
響
し
、
諸
役
軽
減
を
何
度
か
訴
え
て
い
る
。
こ
と
に

検
注
時
の
万
雑
公
事
を
軽
減
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
東
大
寺
を
領
家
と
仰
ぐ
よ
う
に
な

っ

て
、
そ
れ
ま
で
検
注
時
に
は
預
所
は
下
向
し
な
か

っ
た
の
に
み
ず
か
ら
現
地
に
お
も
む
く
よ
う

に
な
っ
た
、
し
た
が

っ
て
住
人
は
伝
馬
や
迎
夫
な
ど
に
多
く
の
負
担
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
あ
ま

つ
さ
え
現
地
の
公
文
代
や
図
師
ま
で
が
十
数
頭
の
伝
馬
口
取
を
連
日
の
よ
う
に
要
求

し
て
く
る
の
で
大
変
な
負
担
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
預
所
下
向
が
あ
る
年
は
東
大
寺

へ
運
上
す

る
年
貢
は
減

っ
て
し
ま
う
の
は
当
然
だ
、
と
住
人
ら
は
述
べ
て
い
る
。

検
注
時
の
検
注
使
接
待
な
ど
住
人
の
負
担
が
大
き
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
山
寺
領
小

木
曽
荘

（南
木
曽
町

ｏ
木
曽
町

ｏ
上
松
町
を
領
域
と
し
た
荘
園
）
を
題
材
に
し
て
費
月
圭
吾
の
研
究

が
あ
り
検
注
に
際
し
て
、
図
師
が
荘
園
側
の
現
地
実
務
者
で
あ
る
公
文
代
と
と
も
に
作
業
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
末
期
、　
一
般
的
に
国
衛
領
で
は
国
検
に
際
し

「郡
司
刀
禰
等
は
国
衛
の
進
止
と
し

て
、
検
田
検
畠
の
時
、
彼
等
を
以
て
図
師
」
と
し
た
の
は

「条
里
坪
並
、
図
師
を
以
て
明
鏡
」

と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
な

っ
て
も
図
師
が
相
論
や
検
注
に
関
わ
り
を
持

つ
の
は
こ

う
し
た
図
師
の
職
能
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

Ｏ
　
寺
領
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
る
人
物

史
料
五
　

「
興
福
寺
政
所
下
文
案
」

政
所
下
す
　
栄
山
寺
田
堵
等

早
く
年
来
注
し
落
さ
る
田
畠
の
所
当
官
物
を
弁
進
す
べ
き
事

坪
付

〈在
別
紙
〉

右
、
彼
の
寺
の
解
状
を
得
る
に
い
わ
く
、
「
件
の
坪
坪
、
寺
領
と
し
て
多
く
数
百
歳
に
及

ぶ
、
し
か
る
に
寺
家
の
文
書
牢
篭
の
間
、
も

っ
て
先
年
図
師
僧
永
真
を
召
し
、
寺
領
を
注

進
せ
し
む
る
の
処
、
大
切
の
坪
坪
弐
拾
餘
町
を
注
し
お
と
さ
る
の
由
、
そ
の
風
聞
あ
り
と

い
え
ど
も
、
く
だ
ん
の
公
験
な
き
に
よ
り
、
そ
の
沙
汰
あ
た
わ
ざ
る
、
す
で
に
数
年
を
経

る
、
し
か
る
に
今
年
春
、
く
だ
ん
の
寺
領
の
度
度
の
官
符

ｏ
民
部
省
勘
文

ｏ
代
代
の
国
判

等
出
来
す
、
よ

っ
て
先
年
の
注
文
を
披
校
せ
じ
め
、
案
の
ご
と
く
十
五

。
六
町
を
注
し
落

と
さ
る
、
て
い
れ
ば
、
田
堵
等
同
心
し
謀
計
に
似
す
、
所
為
、
甚
だ
以
て
非
常
也
、
今
に

お
い
て
は
、
く
だ
ん
の
坪
坪
は
官
省
符
に
ま
か
せ
、
所
当

。
官
物
を
早
く
寺
家
に
弁
進
す

べ
き
の
由
、
裁
下
せ
ら
る
べ
し
」
、

て
い
れ
ば
、
解
状
の
旨
に
ま
か
せ
、
所
当

。
官
物
を

弁
済
せ
し
む
べ
き
状
、
仰
す
る
と
こ
ろ
件
の
ご
と
し
、
故
に
下
す
、

永
長
二
年
八
月
廿
八
日

χ



別
当
法
印
権
大
僧
都

〈判
〉

大
和
国
栄
山
寺
は
興
福
寺
の
末
寺
で
あ
る
。
坪
付
か
ら
欠
落
し
た
田
畠
に
関
わ
る
所
富
官
物

を
早
く
納
入
す
る
よ
う
興
福
寺
政
所
が
栄
山
寺
田
堵
ら
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
末

寺
の
栄
山
寺
が
現
地
支
配
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
古
来
よ
り
の
文
書
が
紛
失
し
た
た
め
、
図
師

僧
永
真
に
寺
領
を
書
き
上
げ
て
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
二
〇
町
あ
ま
り
を

落
と
し
て
報
告
し
た
と
い
う
噂
が
立

っ
た
が
証
拠
書
類
が
な
い
た
め
そ
の
ま
ま
に
な

っ
た
と
い

う
。
そ
の
後
、
太
政
官
符
な
ど
代
だ
い
の
重
要
書
類
が
出
て
き
た
の
で
永
真
の
注
進
状
を
校
正

し
た
と
こ
ろ
、
案
の
定

一
五

・
六
町
の
欠
落
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
田
堵
等
が
示
し
合
わ
せ
寺
側

が
謀
を
廻
ら
せ
た
よ
う
に
し
む
け
た
の
だ
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
栄
山
寺
側
の
解
文
を
も
と
に

興
福
寺
は
す
み
や
か
に
未
済
所
富
を
負
う
よ
う
に
命
じ
た
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
現
地
支
配
を
お
こ
な
う
栄
山
寺
が
図
師
に
命
じ
て
寺
領
域
を

注
進
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
、
田
畠
の
所
在
に
よ
く
通
じ
た
人
物
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

検
注
で
取
帳
を
作
成
す
る
と
き
、
住
人
の
前
で
読
み
合
わ
せ
を
お
こ
な
い
両
者
の
合
意
形
成
が

は
か
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
図
師
は
現
地
の
田
堵
の
言
い
分
に
し
た
が

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

③
　
古
老
百
姓
と
し
て
の
図
師

史
料
六
　
「
伊
勢
国
曾
祢
荘
年
貢
以
下
請
文
」

請
け
申
す
　
醍
醐
寺
御
領
伊
勢
国
曽
根
庄
毎
年
御
年
貢
以
下
事

右
当
庄
所
務
の
事
、
建
長

・
文
永
以
後
、
惣
検
を
閣
せ
ら
れ
る
の
間
、
御
年
貢
年
を
追
い

減
少
せ
じ
め
、
あ
わ
せ
て
沙
汰
人
百
姓
等
の
私
曲
有
る
に
似
た
り
、
こ
れ
に
よ
り
か

つ
う

は
旧
規
に
ま
か
せ
、
か

つ
う
は
興
行
と
し
て
、
正
検
を
遂
ぐ
べ
き
の
旨
、
御
教
書
を
な
さ

る
、
検
使
を
差
し
く
だ
さ
る
の
間
、
文
永
の
取
帳
を
守
り
、
そ
の
節
を
遂
げ
ん
と
欲
す
る

の
処
、
故
実
の
沙
汰
人
絶
え
、
古
老
百
姓
等
死
亡
せ
じ
め
お
わ
ん
ぬ
、
よ

っ
て
下
地
の
図

師
を
引
き
が
た
き
の
間
、
里
坪
の
指
南
よ
ん
ど
こ
ろ
な
し
、
随
て
近
年
動
乱
に
よ
り
、
土

民
こ
と
に
窮
困
す
、
然
れ
ば
す
な
わ
ち
撫
民
の
た
め
、
居
合
の
御
沙
汰
を
経
ら
れ
ば
、
文

永
取
帳
に
ま
か
せ
、
御
年
貢
以
下
を
進
済
せ
し
む
べ
き
の
由
、
百
姓
等

一
同
請
け
申
す
と

こ
ろ
也
、
此
上
は
自
今
以
後
、
御
年
貢
な
ら
び
に
色
々
済
物

一
事
以
上
、
か

つ
う
は
彼
帳

を
守
り
、
か

つ
う
は
先
例
に
ま
か
せ
、
仰
せ
に
随
い
下
可
沙
汰
こ
れ
を
進
す
べ
し
、
次
い

で
新
田
所
当
事
、
建
武
の
帳
に
ま
か
せ
、
同
じ
く
こ
れ
を
進
納
せ
し
む
べ
し
、
更
に
惣
庄

年
貢
を
混
ぜ
る
べ
か
ら
ず
、
若
し
條
々

一
事
た
り
と
も
い
え
ど
も
、
こ
の
請
文
に
違
犯
す

べ
か
ら
ず
、
但
し
天
下

一
同
の
損
亡
の
時
、
損
免
申
す
べ
し
、
惣
て

一
塵
た
り
と
い
え
ど

も
、
対
押
物
を
未
進
い
た
さ
ば
、
所
職

ｏ
名
田
を
収
公
せ
ら
れ
た
て
ま

つ
り
、
御
領
内
を

追
放
せ
ら
る
べ
し
、
そ
の
時
公
私
に
つ
き
子
細
申
す
べ
か
ら
ず
、
よ

っ
て
沙
汰
人
百
姓
等

一
同
請
申
す
と
こ
ろ
件
の
ご
と
し
、

貞
和
三
年
九
月
四
日

下
郷
寂
蓮

（花
押
）

上
郷
園
勝

久
米
郷
右
馬
允

醍
醐
寺
三
宝
院
座
主
領
の
伊
勢
国

一
志
郡
曽
祢
荘

（現
在
の
松
阪
市
周
辺
を
領
域
と
す
る
）
沙

汰
人
百
姓
等
の
請
文
で
あ
る
。
沙
汰
人
百
姓
は
、
荘
園
領
主
や
荘
官
の
代
理
人
と
し
て
、
命
令

や
判
決
を
現
地
で
執
行
す
る
有
力
農
民
で
あ
る
。
建
長

。
文
永
以
後
、
曽
祢
荘
の
年
貢
が
減
少

し
、
あ
る
い
は
沙
汰
人
百
姓
ら
の
私
曲
が
あ
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
、
寺
側
は
厳
格
に
徴
収

し
よ
う
と
す
る
た
め
正
検
を
お
こ
な
い
、
検
注
使
を
派
遣
さ
せ
た
。
沙
汰
人
ら
は
、
文
永
の
検

注
時
に
住
民
合
意
で
作
成
さ
れ
た
取
帳
を
も
と
に
あ
ら
た
め
て
検
注
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た

が
、
「
故
実
の
沙
汰
人
」
が
絶
え
、
「
古
老
百
姓
」
が
死
亡
し
て
し
ま

っ
て
い
た
の
で
、
「
図
師

を
引
き
が
た
し
」
す
な
わ
ち
選
び
だ
す
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
た
め
田
積
な
ど
の
指
図
の
拠
が

な
い
。
ま
し
て
や
近
年
動
乱
が
引
き
続
い
て
い
る
た
め
百
姓
は
困
窮
し
て
い
る
。
ど
う
か
、
改

め
て
検
注
使
が
お
こ
な
う
正
検
で
は
な
く
、
居
合
検
注
で
実
施
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
文
永
取

帳
に
も
と
づ
き
沙
汰
人
百
姓
が
年
貢
を
請
け
負
う
、
と
寺
に
請
文
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
か
ら
は
、
正
検
で
四
至
の
確
認
に
図
師
が
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
、
図
師
が
故
実
沙
汰

人
や
古
老
百
姓
と
い
わ
れ
る
人
び
と
の
な
か
か
ら
引
き

つ
の
り
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
慣
例
で
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
脈
か
ら
故
実
の
沙
汰
人
、
古
老
百
姓
は
ほ
ぼ
同

一
の
職
掌
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
美
濃
国
大
井
荘
で
も
古
老
図
師
が
本
領
と
加
納
分
の
四
至
の
由
来
に
つ
い
て
在
庁

官
人
と
と
も
に
召
喚
さ
れ
て
実
否
を
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
。
図
師
が
在
庁
官
人
で
な
い
在
地

の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
物
が
た

っ
て
い
る
。
先
学
の
研
究
で
は
古
老
は
単
な
る
老
人
で
は
な
く
、

中世の図師について
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村
落
集
団
内
の
上
藤
身
分
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
『
名
語
記
』
（巻
四
‐
八
四
）
に
記
さ
れ
て

い
る
図
師
が

「
故
実
ノ
仁
、
田
畠
ノ
所
在
ヲ
ヨ
ク
シ
レ
ル
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
故
実
の
沙

汰
人
と
は
図
師
の
姿
を
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
な
る
と
図
師
は
、
村
落
内
の
故
実
に
通
じ
た
上
藤
身
分
の
な
か

か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

“
　
在
地
に
お
け
る
社
会
的
認
知
機
能

史
料
七
　
「
筑
前
国
藤
井
今
武
田
地
売
券
」

謹
み
て
辞
す
　
　
　
浩
渡
す
所
領
　
田
伍
坪
事

在
恰
土
郡
大
野
郷
参
図
拾
玖
里
拾
陸
坪
壱
町
、
拾
捌
里
拾
捌
坪
伍
反
、
拾
玖
坪
参
反
、

拾
玖
里
拾
玖
坪
陸
段
、
弐
拾
坪
辞
段
陸
拾
歩
、

直
価
疋

右
件
田
は
、
要
用
あ
る
に
よ
り
、
永
年
を
か
ぎ
り
中
原
盛
平
浩
り
渡
し
進
す
る
と
こ
ろ

件
の
ご
と
し
、
但
し
本
公
験
に
お
い
て
は
、
連
券
た
る
に
よ
り
、
副
え
進
す
あ
た
わ
ず
、

よ

っ
て
後
代
証
験
の
た
め
、
新
券
、
以
て
解
す
、

康
和
五
年
三
月
十
日
　
藤
井
今
武

府
老
藤
原

（花
押
）
　
　
　
（筑
前
国
印
ア
リ
）

「
件
の
田
、
今
武
年
来
所
領
田
地
は
、
要
用
に
よ
り
浩
渡
さ
し
む
る
と
こ
ろ
明
白
な
り

働
て
随
近
こ
れ
を
加
署
す
、

大
分
宮
別
当
文
屋

（花
押
）

神
崎
庄
別
当
小
野

（花
押
）

天
満
宮
権
大
宮
司
小
野
朝
臣

（花
押
と

「
判

郡
司
高
橋

（花
押
）

図
師

権
大
橡
早
部

（花
押
）

件
の
田
坪
坪
、
本
領
主
延
末
浩
券
な
ら
び
に
随
近
署
判
井
郡
司
図
師
証
判
あ
る
に
よ
り
、

与
判
す
、

新
図
師
判
官
代
早
部

（花
押
）

郡
司
兼
府
老
藤
原
」

「
浩
券
な
ら
び
に
在
地
郡
司

。
図
師
随
近
等
署
判
之
旨
に
ま
か
せ
、
こ
れ
を
領
知
せ
し
む

べ
し
、

少
弐

（花
押
）

壱
岐

（花
押
）

府
老
藤
原

（花
押
と

こ
れ
は
平
安
時
代
の
土
地
売
買
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
。
九
世
紀
以
降
の
古
代
墾
田
地
売
買

に
お
い
て
は
、
売
券
は
売
り
主
だ
け
で
な
く
、
在
地
の
有
力
農
民

（随
近
）
の
署
判
が
必
要
で
、

と
く
に
こ
れ
が
在
地
社
会
の
中
で

「
在
地
明
白
＝
あ
き
ら
め
も
う
す
」
と
披
露
さ
れ
認
知
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
。
こ
の
承
認
を
う
け
郡
司
、
図
師
が
証
判
を
与
え
売
買
を
公
的
に
承
認

し
、
太
宰
府
が
最
終
的
に
認
可
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
図
師
早
部
の
官
途
は
権
大
橡

（判
官

代
）
で
国
衛
の
下
級
役
人
だ

っ
た
。
奥
野
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
律
令
制
下
の
公
領
に
お

け
る
図
師
は
国
衛
に
属
し
た
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で

指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
図
師
は
在
地
に
お
け
る
土
地
売
買
を
公
認
す
る
社
会
的
認
知
機
能

を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
康
平
五
年

（
一
〇
六
一
し

法
隆
寺
僧
蓮
照
が
、
類
地
の

公
験
を
精
査
し
、
坪
付
を
確
認
す
る
際
に
、
寺
僧
が
数
人
の
立
会
人
と
と
も
に
確
認
す
る
作
業

を
行

っ
て
い
る
。
醍
醐
寺
報
恩
院
で
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
、
「
当
時
こ
の
辺
図
師
相
続

の
輩
断
絶
」
し

「類
田
文
書
を
以
て
こ
れ
を
決
す
る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
し
、
類
田

す
な
わ
ち
分
割
さ
れ
た
田
畠
に
関
わ
る
手
継
文
書
を
勘
合
し
て
坪
付
を
記
す
も
の
が
い
な
く
な
っ

た
と
嘆
い
て
い
る
国
衛
領
と
異
な
り
寺
領
荘
園
で
は
寺
僧
が
図
師
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

い
っ
ぽ
う
で
在
地
開
発
に
か
か
わ

っ
た
郡
司
が

「
府
老
」
を
称
し
て
い
る
点
は
、
在
地
社
会

に
お
け
る
古
老
の
位
置
づ
け
が
、
単
な
る
故
実
に
熟
知
し
た
人
物
、
田
畠
の
所
在
を
よ
く
知

っ

て
い
る
人
物
と
い
う
評
価
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
図
師
の
社
会
的
認
知
機
能
の
側
面
は
、
室
町
時
代
に
な

っ
て
も
残
存

。
継
続
し
て

い
た
。

"
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史
料
八
　
「
福
祥
寺
寄
進
田
目
録
」

「
寄
進
申
坪
付
之
事
　

水ヽ
徳
三
年
　
月
」

福
祥
寺
御
台
堂
御
寄
進
田
坪
付
事

〈
ロ

田
尻
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北

ハ
タ
坪

浄
心
房
作
　
　
半
　
　
　
　
　
弁
法
橋
房
　
　
　
小

天
神
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ウ
サ
ワ
ノ
池
内

道
観
作
　
　
　
半
　
　
　
　
　
道
泉
作
　
　
　
　
半

天
神
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茶
屋
前

玄
妙
作
　
　
　
半
　
　
　
　
　
平
野
殿
作
　
　
　
大

以
上
三
段

右
坪
付
の
条
件
の
ご
と
し

永
徳
三
年
十
月
　
　
日
　
　
　
　
図
師
玄
龍

（花
押
）

御
代
官
常
員

（花
押
）

史
料
八
は
浄
心
房
以
下
六
名
の
作
田
三
段
を
福
祥
寺

（須
磨
寺
）
に
寄
進
し
た
と
き
の
文
書

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
図
師
と
代
官
が
連
名
で
寄
進
内
容
が
相
違
な
い
こ
と
を
署
名
し
て
い
る
。

図
師
は
土
地
の
範
囲
や
位
置
を
熟
知
し
て
お
り
、
契
約
の
証
人
と
も
な

っ
た
。
玄
龍
は
検
注
の

あ
と
寄
進
坪
付
注
文
を
作
成
し
た
う
え
、
代
官
常
員
が
こ
れ
を
確
認
し
て
花
押
を
据
え
て
い
る
。

福
祥
寺
が
ど
の
荘
園
に
属
し
た
か
確
認
で
き
な
い
が
、
代
官
は
荘
園
領
主
の
検
注
使
と
し
て
派

遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
史
料

一
の
市
河
文
書
の
検
注
目
録
も

「
御
代
官
」
と
あ
り
様
式
上
の
疑

義
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
在
地
で
作
成
さ
れ
た
目
録
に
対
し
て
、
代
官

ら
が
花
押
を
加
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
永
仁
四
年
二
月

「倉
見
荘
検
注
目
録
」
も
、

図
師
沙
弥
十
念
の
花
押
と
と
も
に
、
「
御
代
官
」
、
「
御
使
」
と
表
記
さ
れ
、
御
使
朝
忠
の
花
押

が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
福
祥
寺
に
は
も
う

一
通
検
注
目
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
録
は

「
図
師
長
賢
」
に

よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
。
「
福
祥
寺
歴
代
」
に
よ
れ
ば
応
安
元
年

（
〓
量
ハ
八
）
寺
宮
殿
組
の
建
立

の
願
主
に
長
賢
が
み
え
、
福
祥
寺
僧
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
　
図
師
の
紛
失
状
作
成
は
当
所
大
法

史
料
九
　
Ａ

「
図
師
久
貞

。
田
所
信
貞
紛
失
状
」

立
申
　
紛
失
状
之
事

〈
口士電
段
者
　
田
白
田
　
醇
剤
赫

ヨ
リ
五
段
目

右
件
田
畠
の
本
文
書
、
雑
乱
せ
し
む
る
の
よ
り
、
当
所
大
法
の
旨
に
ま
か
せ
、
紛
失
田
図

師
加
判
せ
し
む
る
所
也
、
万

一
本
文
書
と
号
し
出
来
の
輩
あ
ら
ば
、
盗
人
の
罪
科
に
処
せ

ら
る
べ
き
も
の
也
、
働
て
後
証
の
た
め
紛
失
状
件
の
ご
と
し
、

明
（腕
島
年
岬
八
月
十
日
　
　
　
　
図
師
　
久
貞

（花
押
）

］

田
所
　
信
貞

（花
押
）

史
料
九
　
Ｂ

「
サ
ク
ラ
丼
志
水
重
能
売
券
」
∩
京
八
幡
文
書
し

売
渡
申
田
畠
の
事

合
壱
段
者
　
字
松
ノ
本

四至一回”闘臥雌Ч□耐働大道ヲ

右
彼
の
田
畠
者
、
今
要
用
あ
る
に
よ
り
、
現
銭
弐
貫
百
文
永
代
八
幡
山
道
の
衛
門
太
郎
衛

門
仁
売
渡
申
処
実
也
、
但
し
本
文
書
の
事
は
、
降
目

一
乱
の
時
、
引
き
失
う
に
よ
り
、
図

師

。
田
所
の
紛
失
状
ヲ
相
副
者
也
、
本
役
郷
稜
壱
斗
壱
升
也
、
此
外
万
雑
公
事
こ
れ
無
し
、

働
て
永
代
明
鏡
の
状
と
し
て
、
件
の
ご
と
し

サ
ク
ラ
丼
志
水

明
応
参
年
八
月
廿
四
日
　
　
　
重
能

（花
押
）

史
料

一
〇
　
Ａ

「
図
師
源
延
貞
等
紛
失
状
」
∩
唐
招
提
寺
文
書
し

新
立
券
　
紛
失
状
の
事

合
城
内
東
頬
］州赦対訳嘔寸

右
敷
地
は
、
故
対
馬
法
橋
善
基
よ
り
息
女
尼
園
妙
に
相
伝
の
地
也
、
　
働
て
当
知
行
相
違

な
し
と
い
え
ど
も
、
本
証
文
、
社
頭
□
録
之
時
、
紛
失
せ
し
む
る
の
間
、
後
代
亀
鏡
の
た

め
所
請
宮
寺
図
師

ｏ
田
所
署
判
也
、
向
後
本
券
状
た
る
べ
し
、
但
し
本
地
子
は
、
封
戸
米

″



四
舛
弁
済
せ
し
む
る
也
、
働
て
紛
失
の
状
件
の
ご
と
し
、

貞
治
六
年
十
月
廿
七
日

図
師
左
衛
門
尉
源
延
貞

（花
押
）

御
供
所
預
田
所
左
衛
門
尉
源
長
貞

（花
押
）

史
料

一
〇
　
Ｂ
　
「
尼
園
妙
等
屋
敷
地
売
券
」
翁
唐
招
提
寺
文
書
し

売
渡
　
屋
敷
壱
所

在
城
内
東
頬
卿楓破競駅Ｍ寸

四
至工剛輌際髄堀
　剛煉鵬開

右
件
の
屋
敷
者
、
故
対
馬
法
橋
善
基
本

ヨ
リ
息
女
尼
園
妙
譲
得
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
る
を

要
用
あ
る
二
よ
て
直
銭
壱
貫
参
百
文
宛
筑
後
法
眼
御
房
に
う
り
わ
た
し
た
て
ま

つ
る
も
の

な
り
、
本
文
書
は
去
る
建
武
動
乱
の
時
社
頭
の
御
倉
に
を
き
て
み
な
ノ
ヽ
紛
失
せ
じ
め
候

畢
。
働
て
後
代
の
た
め
、
宮
寺
図
師

。
田
所
の
証
判
を
相
副
え
候
上
は
、
更

二
わ

つ
ら
ひ

あ
る
へ
か
ら
す
。
但
本
役
に
ハ
委
細
封
戸
米
四
舛
分
ほ
か
に
は
さ
た
な
く
候
、
働
て
売
券

の
状
件
の
ご
と
し
、

貞
治
六
年
十

一
月
十
五
日
　
　
　
　
　
尼
園
妙

（花
押
）

大
法
師
宗
源

（花
押
）

左
衛
門
尉
平
秀
継

（花
押
）

本
券
文

（土
地
に
関
わ
る
権
利
証
文
）
は
土
地
の
所
有
を
証
明
す
る
唯

一
の
証
拠
で
あ
る
が
故

に
、
本
券
文
所
持
こ
そ
が
土
地
所
有
の
も

っ
と
も
根
本
的
な
根
拠
で
あ

っ
た
。
土
地
を
所
有
し

て
い
て
も
券
文
を
紛
失
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
人
が
券
文
を
所
持
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
土
地

所
有
の
根
拠
を
失
う
。
し
た
が

っ
て
所
有
者
が
移
り
変
わ
る
た
び
に
所
有
権
を
明
ら
か
に
す
る

券
文
が
作
成
さ
れ
、
過
去

の
券
文

に
張
り
継
い
で
重
書
と
し
て
保
管
さ
れ
た

（手
継
）
。

こ
う

し
た

「
文
書

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
も
い
う
べ
き
自
力
救
済
的
な
慣
習
は
、

つ
と
に
中
世
的
な

も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が

っ
て
中
世
的
な
文
書
主
義
を
よ
く
あ
ら
わ
す
事
例
が
、
土

地
の
利
害
関
係
が
も

っ
と
も
顕
在
化
す
る
文
書
の
紛
失
時
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
火
災
や
洪

水
、
盗
難
に
よ
り
券
文
を
紛
失
す
る
と
、
権
利
の
相
承
に
支
障
を
き
た
す
た
め
、
あ
ら
た
に
紛

失
状
を
作
成
し
本
券
文
に
加
え
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
史
料
九
の
Ａ

ｏ
Ｂ
は
、
京
八

幡
社
に
伝
わ
る
文
書
の
連
券
で
あ
る
。
字
松
ノ
本
の

一
段
の
土
地
を
桜
井
志
水
重
能
が
衛
門
太

郎
に
売
却
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立

っ
て
紛
失
状
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
土
地
の
所

有
文
書
を
連
綿
と
張
り
継
い
だ
手
継
証
文
を

「雑
乱
」
に
よ
っ
て
紛
失
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
興
味
深
い
の
は
文
書
の
紛
失
を
証
明
す
る
た
め
に
図
師
や
現
地
で
文
書
を
管
理
す
る
田

所
が
署
判
す
る
こ
と
が
こ
の
地
域
の

「大
法
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
署
判
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
紛
失
状
に
は
、
「
万

一
本
文
書
と
号
し
出
来
の
輩
あ
ら
ば
、
盗
人
の
罪
科
に
処

せ
ら
る
べ
き
」
も
の
と
記
さ
れ
、
過
去
の
連
券
が
無
効
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
、
か

つ
こ
の

無
効
な
連
券
を
所
持
し
て
い
る
者
は
罪
人
で
あ
る
と
あ
る
。　
一
五
世
紀
末
の
地
域
社
会
の
な
か

に
お
い
て
、
図
師
は
そ
の
知
識
を
も

っ
て
土
地
の
所
有
権
に
つ
い
て
認
知
し
、
か

つ
紛
失
状
作

成
に
関
わ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
和
国
唐
招
提
寺
に
伝
わ
る
史

料

一
〇
の
Ａ

。
Ｂ
も
紛
失
状
を
作
成
す
る
例
で
あ
る
。
南
北
朝
内
乱
に
よ

っ
て
御
蔵
の
文
書
が

す
べ
て
消
失
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
尼
円
妙
の
過
去
の
相
伝
の
由
緒
を
紛
失
状
で
証
明
し
た

の
が
図
師
延
貞

。
田
所
長
貞
で
あ

っ
た
。

史
料
十

一

「
僧
雲
阿
譲
状
写
」
翁
土
佐
国
量
簡
集
し

聖
人
雲
阿
譲
与
す
　
西
養
寺
御
読
経
供
田
五
段
下
坪
事

湛
慶
大
徳

右
、
件
の
供
田
は
、
雲
阿
相
伝
の
所
帯
な
り
、
然
る
を
年
来
同
法
た
る
に
よ
り
、
永
年
を

限
り
譲
与
す
る
と
こ
ろ
実
な
り
、
全
く
以
て
他
人
の
妨
げ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
但
し
中
頃
西

定
坊
に
譲
る
と
雖
も
、
離
国
の
上
は
、
証
文
有
る
べ
か
ら
ず
、
後
代
の
た
め
に
よ
り
、
譲

状
件
の
ご
と
し

寛
元
四
年
六
月
廿
四
日
　
　
聖
人
雲
阿

御
譲
状
の
旨
に
任
せ
、
沙
汰
人
等
署
判図

師
沙
弥
花
押

田
所
沙
弥
花
押

史
料
十

一
は
土
佐
国
介
良
荘

全
局
知
県
高
知
市
介
良
）
西
養
寺
に
伝
来
し
た
古
文
書
で
あ
る
。
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中世の図師について

西
養
寺
で
仏
事
興
行
料
田
が

「
年
来
の
同
法
」
と
し
て
師
弟
間
の
相
伝
対
象
に
な

っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
手
継
証
文
が
西
定
坊
の
土
佐
離
国
に
と
も
な
い
残
さ
れ

な
か

っ
た
た
め
、
譲
状
に
図
師

・
田
所
が
署
判
を
し
て
権
利
の
証
明
を
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
図
師
は
紛
失
状
作
成
や
譲
状
の
署
判
を
お
こ
な
い
、
土
地
所
有
権
の
認
定
を

お
こ
な

っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
論
を
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
図
師
は
在
地
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
り
、
村
落
内
部
の
上
藤
身
分
で
あ
る
古
老
の
な
か
か

ら
任
命
さ
れ
た
職
で
あ
る
こ
と
。

②
　
国
司
や
在
庁
役
人
と
と
も
に
連
署
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
衛
に
属
し
た
職
で
あ

っ
た
こ

と
。
平
安
時
代
末
、
在
地
の
有
力
層
で
あ
る
郡
司
を
兼
ね
る
図
師
が
い
る
。
図
師
と
は
、
か

な
ら
ず
し
も
故
実
に
精
通
し
た
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
開
発
的
領
主
の
側

面
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
自
墾
地
の
領
域
確
定
の
際
に
、
ま
さ
に
当
事
者
と

し
て
図
師
が
必
要
と
さ
れ
た
。

③
　
市
河
文
書
の
な
か
に
み
え
る
図
師
は
、
志
久
見
郷
地
頭
職
で
あ
っ
た
市
河
盛
房
の
も
の
で

あ
る
が
、
地
頭
領
主
が
み
ず
か
ら
の
所
領
の
検
注
の
図
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
事
実
で
あ
る
。
図
師
が
、
古
老
と
よ
ば
れ
る
在
地
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
り
、　
一
面
で

は
開
発
領
主
的
な
性
格
を
有
し
た
有
力
層
で
あ

っ
た
、
と
い
う
諸
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
事
実
と
、
こ
の
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
ま
た

「書
生
と
図
師
が
目
代
の
下
で
働
い
て
い
る
」

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
検
注
時
に
お
い
て
、
在
庁
官
人
と
、
郡
司

・
地
頭

・
荘
官
と
い
っ

た
在
地
領
主
層
と
の
相
互
の
承
認

・
共
同
作
業
の
も
と
で
取
帳
や
目
録
が
作
成
さ
れ
、
社
会

的
承
認
を
得
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

“
　
古
文
書
学
上
、
紛
失
状
に
つ
い
て
は

「
文
書
が
紛
失
し
あ
る
い
は
効
力
を
失

っ
た
場
合
、

そ
の
文
書
の
無
効
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
案
文
を
作
製
し
て
こ
れ
に
政

治
的
社
会
的
権
威
の
確
認
を
求
め
る
」
と
規
定
さ
れ
る
が
、
室
町
後
期
に
至

っ
て
も
紛
失
状

作
成
過
程
に
図
師
が
関
わ
り
政
治
的
社
会
的
権
威
を
付
与
し
て
い
た
事
実
は
特
筆
に
値
す
る
。

注１
　
費
月
圭
吾

「
中
世
検
注
に
お
け
る

一
０
二
の
問
題
」
『
信
濃
』

一
〇
―
五
、　
一
九
八
〇
年
）
、
同

「高
山
寺
方
便
智
院
領
小
木
曽
荘
に
つ
い
て
」
高
山
寺
典
籍
文
書
調
査
団

『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
〇
年
。
同

「
中
世
の
検
注
に
つ
い
て
」
『
地
方
史
研
究
』

一
七
〇
、　
一
九

八

一
年
。
同

「
庄
園
に
お
け
る
検
注
使
の
生
活
実
態
」
『
信
濃
』
三
七
―

一
〇
、　
一
九
八
五
年
、
な
ど
。

い
ず
れ
も
費
月

『
中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
九
年
所
収
。

２
　
富
澤
清
人

「
中
世
検
注
の
特
質
」
『
日
本
史
研
究
』
二
三
二
、　
一
九
八
二
年
。
同

「
検
注
と
田
文
」

『講
座
日
本
荘
園
史
　
一
置

吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九

一
年

（
い
ず
れ
も
富
澤

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
に

所
収
）
、
同

「
中
世
の
名
寄
帳
」
『
中
世
荘
園

へ
の
通
―
富
澤
清
人
の
世
界
―
』
富
澤
清
人
遺
稿
集
刊

行
委
員
会
、　
一
九
九
七
年
。

３
　
奥
野
中
彦

「
古
代
田
図
と
図
師
」
『
日
本
歴
史
』
三

一
一
号
、　
一
九
七
四
年
。

４
　
前
掲
注
２
富
澤

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
所
収
。

５
　
荘
園
絵
図
作
成
に
図
師
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
し
た
か
と
い
う
田
中
寿
朗
の
論
文

「
平
安

・
鎌

倉
の
図
師
」
が
あ
る
。
荘
園
絵
図
制
作
は
図
師
で
な
く
絵
師
に
か
か
る
も
の
と
推
論
し
た

（竹
内
理

三
編

『
荘
園
絵
図
研
究
』
東
京
堂
、　
一
九
八
二
年
）
。

６
　
勘
料
は
検
注
に
際
し
て
、
課
税
地

・
非
課
税
地
を
認
定
す
る
た
め
な
ど
に
か
か
る
諸
費
用
で
、
勘

料
田
と
は
そ
れ
を
供
出
す
る
た
め
の
土
地
で
あ
る
。
勘
料
に
つ
い
て
は
富
澤

「
勘
料
に
つ
い
て
」
、
前

掲
注
２
富
澤

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
所
収
。

７
　
郷
道
哲
章

「
「市
河
文
書
」
の
研
究
―
平
安
末
～
鎌
倉
期
の
花
押
と
そ
の
周
辺
―
」
「
信
濃
』
二
九
―

一
一
、　
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。

８
　
佐
藤
進

一
『
古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版
会
、　
一
九
七

一
年
。

９
　
中
野
能
成
以
後
、
そ
の
重
書
類
は
女
系
を
通
じ
て
市
河
氏
の
も
の
と
に
移

っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
末

か
ら
南
北
朝
時
代
以
後
の
文
書
の
な
か
に
も
、
中
野
氏
関
係
の
文
書
が
数
点
含
ま
れ
て
い
る
。

１０
　
国
司
庁
宣
の
な
か
で

一
般
的
な
例
を
あ
げ
る
。

建
治
三
年
九
月
日

「
尾
張
国
国
庁
宣
案
」
翁
大
日
本
古
文
書
　
醍
醐
寺
文
書
之
五
』

一
九
二
八
）

（在
御
判
）

庁
宣
　
　
留
守
所

可
早
以
尾
張
俊
実
、
為
重
枝

・
次
郎
丸
名
両
名
主
職
事
　
右
任
今
月
十
二
日
　
院
宣
之
旨
、
所

令
補
任
俊
実
於
彼
名
主
職
也
、
御
年
貢
以
下
無
憚
怠
、
可
令
致
其
沙
汰
之
状
、
所
宣
如
件
、
在

α
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庁
官
人
等
宜
承
知
、
敢
勿
違
失
、
以
宣
、

建
治
三
年
九
月
　
　
日

大
介
平
朝
臣

ｎ
　
前
掲
注
７
郷
道

「市
河
文
書
の
研
究
」
。

‐２
　

「荘
園
公
領
の
支
配
」
ア
「
日
の
古
文
書
学
　
第
二
巻
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
〇
年
。

‐３
　
内
閣
文
庫
所
蔵

「美
濃
国
古
文
書
」
「
平
安
遺
文
』

一
二
五
三
）。

‐４
　

『大
日
本
古
文
書
　
東
大
寺
文
書

（東
大
寺
図
書
館
架
蔵
文
書
之
十
三
と

一
一
〇
〇
。

‐５
　
前
掲
注
１
賓
月

「高
山
寺
方
便
智
院
領
小
木
曽
荘
に
つ
い
て
」。

‐６
　
天
養
元
年
十
月
廿
日

「鳥
羽
院
庁
下
文
案
」
（狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
十
八
、
『
平
安
遺
文
』
二
五

四

一
）。

‐７
　

「色
川
本
栄
山
寺
文
書
」
『
平
安
遺
文
』

一
四
六
八
。

‐８
　

「醍
醐
寺
三
宝
院
文
書
」
『大
日
本
史
料
第
六
編
之
十

一
』。

‐９
　
一昌
澤
清
人
の
荘
園
住
民
身
分
研
究
を
出
発
と
し
、
近
年
の
坂
田
聡
、
酒
井
紀
美
、
園
部
寿
樹
な
ど

の

一
連
研
究
に
よ
り
、
中
世
の
荘
園
に
お
け
る

「古
老

（故
老
と

が
単
な
る
老
人
で
な
く
、
土
地
開

発
に
関
わ

っ
た
荘
園
領
主
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
荘
園
内
に
於
け
る
住
民
階
級
身
分
で
、
故
実
に
熟

知
し
た
住
人
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。
富
澤
清
人

「『
在
家
』
の
身
分
的
性
格
に

つ
い
て
」
『
歴
史
学
研
究
』
四

一
一
、　
一
九
七
四
年
。
同

「東
大
寺
水
無
瀬
荘
と
荘
民
」
『
史
学
』
四

七
―

一
・
二
、　
一
九
七
五
年
。
同

「荘
園
体
制
下
に
お
け
る
村
落
と
農
民
」
『
歴
史
学
研
究
』

一
九
七

六
年
大
会
別
冊
号
、
い
ず
れ
も
注
２

『
中
世
荘
園
と
検
注
』
に
所
収
。
坂
田
聡
は
、
中
世
を
通
じ
て

村
落
の
宮
座
を
検
討
し
、
氏
の
代
表
と
し
て
古
老
百
姓
が
宮
座
の
成
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
ま
た
古
老
百
姓
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
垣
内
名
な
ど
地
域
の
根
ざ
し
た
姓
を
用
い
る
よ
う

に
な
る
こ
と
か
ら
、
村
落
に
父
系
制
が
し
だ
い
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
る

（坂
田

「鎌
倉
末
期
葛

川
に
お
け
る
荘
民
構
成
に
つ
い
て
」
『
中
央
史
学
』
四
、　
一
九
八

一
年
。
「中
世
村
落
の
構
造
と
家
」

『歴
史
学
研
究
』
五
九
九
、　
一
九
八
九
年
。
「氏
連
合
的
村
落
か
ら
家
連
合
的
村
落

へ
」
『歴
史
と
地
理
』

四
二

一
、　
一
九
九
〇
年
、
な
ど
。
い
ず
れ
も
坂
田

『
日
本
中
世
の
氏

ｏ
家

・
村
』
校
倉
書
一房
、　
一
九

九
七
年
に
所
収
）。
酒
井
紀
美
は
古
老
住
人
の
役
割
の
な
か
で
相
論
解
決
の
証
言
が
証
拠
文
書
と
と
も

に
重
要
だ

っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た

（酒
井

「村
落
間
相
論
の
作
法
」
『
日
本
村
落
史
講
座
　
政

治
Ｉ
』

一
九
九

一
年
、
所
収
。
酒
井

『
日
本
中
世
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
九
年
に
所

収
）。
園
部
寿
樹
は
、
中
世
前
期
荘
園
村
落
内
身
分
に
つ
い
て
、
村
落
内
財
政
に
関
わ
る
身
分
呼
称
と

し
て
、
古
老

。
住
人
が
あ
り
、
い
っ
ぼ
う
で
百
姓
は
上
級
権
力
の
公
民
支
配
に
お
け
る
身
分
呼
称
で

あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
（園
部

「中
世
村
落
の
諸
段
階
と
身
分
」
『歴
史
学
研
究
』
六
五

一
、　
一
九
九

三
年
。
同

「中
世
前
期
村
落
に
お
け
る
古
老

・
住
人
身
分
の
特
質
」
『米
沢
史
学
』

一
〇
、　
一
九
九
四

年
。
「中
世
前
期
村
落
に
お
け
る
古
老

ｏ
住
人
身
分
の
特
質
」
『経
済
学
論
叢
』
二
五
―
四
、　
一
九
九

五
年
、
な
ど
。
い
ず
れ
も
園
部

『荘
園
村
落
内
身
分
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
に
所
収
）。

２０
　
嘉
保
三
年
五
月

一
二
日

「大
井

・
茜
部
荘
文
書
案
」
３
大
日
本
古
文
書
　
東
大
寺
文
書
之
五
』
九

八
）。

２‐
　

「広
瀬
正
雄
氏
所
蔵
文
書
」
「
平
安
遺
文
』

一
五

一
三
）
。

２２
　
康
平
五
年

一
〇
月

一
三
日

「僧
蓮
照
日
記
」
翁
平
安
遺
文
』
九
八

一
）。

２３
　

「報
恩
院
田
日
記
」
翁
醍
醐
寺
文
書
』
九
、
二
〇
八
九
）
。

２４
　

「福
祥
寺
文
書
」
『兵
庫
県
史
』
資
料
編
古
代
中
世
所
収
。

２５
　

「
若
狭
大
音
文
書
」
、
『鎌
倉
遺
文
』

一
九
〇

一
四
。
な
お
案
文
で
あ
る
が
同
じ
く

「若
狭
大
音
文

書
」
所
収
永
仁
三
年

一
二
月
二
日

「検
注
目
録
」
に
も
御
代
官

・
御
使
と
表
記
さ
れ
る
。

２６
　
明
徳
三
年
五
月

一
日

「図
師
長
賢
寺
田
坪
付
注
文
」
「
兵
庫
県
史
史
料
編
』
中
世

一
）。

２７
　

「福
祥
寺
歴
代
」
「
兵
庫
県
史
史
料
編
』
中
世

一
）。

２８
　

「京
八
幡
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
。

２９
　
山
田
渉

「中
世
的
土
地
所
有
と
中
世
的
所
有
権
」
翁
歴
史
学
研
究
』
別
冊
特
集
、　
一
九
八
三
年
）
、

菅
野
文
夫

「本
券
と
手
継
」
「
日
本
史
研
究
』
二
八
四
、　
一
九
八
六
年
）、
西
谷
地
晴
美

「中
世
的
土

地
所
有
を
め
ぐ
る
文
書
主
義
と
法
慣
習
」
今
日
本
史
研
究
』
三
二
〇
、　
一
九
八
七
年
）
な
ど
。

３〇
　
一早
保

一
〇
年

（
一
七
二
五
）
土
佐
山
内
家
家
臣
奥
宮
正
明
が
国
内
の
諸
古
文
書
を
収
集
、
編
年
編

纂
し
た
も
の

（コ
同
知
県
史
　
古
代
中
世
史
料
編
』

一
九
七
七
年
）。

３‐
　
西
養
寺
は
源
頼
朝
の
実
弟
希
義
の
霊
口提
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
と
い
う
。
多
く
の
中
世

文
書
を
所
有
し
て
い
た
が
明
治
維
新
の
廃
仏
毀
釈
で
消
失
し
た

（コ
同
知
県
史
　
古
代
中
世
編
』

一
九

七

一
年
）。

３２
　

『
長
野
県
史
　
通
史
編
』
中
世

一
。

３３
　
佐
藤
進

一
『古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版
会
、　
一
九
九

一
年
。

【
付
記
】

本
間
美
術
館
田
中
章
夫
氏
に
は
、
史
料
閲
覧
な
ら
び
に
写
真
掲
載
に
つ
い
て
便
宜
を
は
か

っ
て
い
た

だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

″


